
 

 

 

 

 

 

 

がんの治療による手術や脱毛によって外見が変化した方を対象に、ウィッグや補整具の購入費の一部を助成

することで、精神的、経済的な負担を減らし、がん治療における療養生活の質の向上と、仕事や社会参加の両立

を支援します。 

アピアランスケアとは？ 

対象者について 

申請日に香南市に住所があり、過去にがんの治療を受けた方、または現在治療中の方 

対象となるアピアランスケア用品 

・ウィッグ ・乳房補整具(右側) ・乳房補整具(左側) 

※1人あたり各 1回ずつ申請することができます。 

※本体価格に含まれない附属品やケア用品は、対象外ですので注意してください。 

※ウィッグについては医療用でなくても対象ですが、医療用帽子は対象外ですので注意してください。 

助成金額について 

20,000 円もしくは購入された金額のいずれか低い額となります。 

申請期間について 

令和６年４月１日以降に購入したアピアランスケア用品を 

購入した日の翌日から起算して１年以内に申請してください。 

申請に必要なものは？ 

① 香南市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金申請書兼請求書 

② アピアランスケア用品を購入したことを確認できる領収書の原本 

③ がん治療を受けていることがわかる書類の写し 

例：「手術同意書」、「手術説明書」、「化学療法説明書」など 

 

① につきましては、香南市役所ホームページよりダウンロードしていただくか、 

香南市役所 2階 健康対策課窓口にも置いてあります 

 

香南市役所ホームページ 

(がん患者アピアランスケア用品購入費補助金のお知らせ) 

 

お問い合わせ先 

香南市役所 2 階 健康対策課  電話番号：0887-50-3011 

〒781-5292 高知県香南市野市町西野 2706    

がんで治療をされている方へ 

 


